
(認可公告後に蕗定に加わる手続)6番建築協定書5、笹丘 2丁目 4

この宙定の認可の隣接地の区域内の土地に係る土地の所有者等は、条第 7

公告のあった自以後いつでも、当該土地に係る土地の所有者等の全員の合意に
(目的)

この協定に、より、福間市長に対して書面でその意思を表示することにより、
福岡市建築という)この協定は、意築基準法(在 1、以下「法j条1 第

加わることができる。

(建築物に関する基準)

)及び昆法の規定に基づき、第 5条に定める建築協定区域内

における建築物の用途に認する基準を蕗定し、住宅地としての環境を高度に

維持増進することを自的とする。

(注2協定条例

(住宅内部で相互に協定区域内の建築物の用途は、芦建専用住宅条8 第

に隈ること。ただし次の各号のーに該当する行き来できる二世帯住宅を合む)
(名称)

このもので、第 11条に定める委員会の委員全員が京認したもの広ついては、
6番建築協定と秘する。5、この協定は、笹丘 2丁目 4、条2 第

限りではない。
(定義)

第六号に定める建築物。(い)項法別表第二( 1 ) 
(注3、この協定における用語の意義は、法及び建築基準法施行令条3 第

令 130条の 3の一号及び六号に定めるもの。第二号の内問項( 2 ) 
に定めるところによる。以下「令」という

(有勢期間及び効力の継京)
(宙定の締結)

この協定の有効期間は、福岡市長の認可の公告のあった日から 10

その慰問満了前に第 11条に定める委員会に対し一以上

条

年間とする。ただし、
¥ 

の土地の所有者等からこの協定の内容の愛吏又は箆止の意思が表示されない揚

9 第
この協定は、次条に定める建築協定区域の土地の所有者及び建築物

の(以下「土地の所有者等」というの所有を目的とする借地擢を有する者

条4 第

全員の合意により締結する。

さらに 10年間短長されるものとし、以後この例による。合は、
(建築窃定区域)

この協定は、前項の認可の公告のあった日以後において、高効期間内に土地

の所有者等となった者に対しでも、その効力があるものとする。

2 . 
は(以下「協定区域Jというこの磁定の自的となる土地の区域条5 第

別添医域図に示す区域とする。

(協定の変更及び蕗止)
筆27 番ほか309 福昭市中央区笹丘 2丁目協定区域( 1 ) 

この蕗定で定める蕗定区域、議接地、建築物に関する基準、有効期第 10条
円

υ、，
ルハぱハvo

叫い
〆
rttt¥

8'， 2/2.71 m2 
協定区域の面積( 2 ) 

/ 

間及び協定違反した場合の措置を愛更しようとするとき、文認可を受けた協定

を廃止しようとする場合には、土瑠の所有者等の過半数の合意をもって、その

(建築協定区域隣接地)

これを福岡市長に申請し、認可を受けなければならない。旨を定め、

協定rK域に隣接、した土地であって協定区域の一部とすることにより条6 第

建築物の利用の壇進及び土地の環境の改善に資するものとして協定底域の土地

(協定運営委員会)
となることを協定区域の土地の所脊者等が希望するものを建築協定区域隣接地

丁目 42 笹丘この協定の運営に関する事現を処理するために第 11条
に定めそのIR域を別添区域留に示すIR域とする。(以下「隣接地Jという)

を設置する。(以下「委員会Jという6番建築協定運営委員会5、
筆13 番ほか310 福縄市中央区笹丘 2丁目隣接地の区域(1 ) 

(所有橿又は信地権を共有する者の場合はその2 .委員会は、土地の所害者等
〈子吋1j宗民生J.2046 m2 3，ヲ Lf-ヲ.隣接地の区域の面積(2 ) 

)又は協定区域内に居住し、土地所有者等から委代表者。次条第 6項で同じ

任された者の互選により選出された委員若干名をもって組織する。
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3 .委員の任期は 2 年間とする。ただし、補欠の任期は、前任者の残任期間と

する。

4.委員は、再任を妨げない。

(役員)

第 12索 委員会には、次の各号に定める役員を置く。

( 1 ) 委員長 1 名

(2 ) 副委員長 工名

( 3 ) 会計 1 名

( 4 ) 監査 1 名

( 5 ) 顧問 3 名

2・委員長は、委員の互選により選出し、副委員長、会計、監査及び顧問は委員

の中から委員長が定める。

3・委員長は、委員会を代表し、この協定の運営に関する事務を総括する。

4・副委員長は、委員長を稽佐し、委員長に事故のあるときは、その職務を代理

する。

5・会計は、この協定の運営に関する経理事務を処理する。

6・監査は、委員会の財務状?兄及び執行状視を監査し、その結果を土地の所有者

等に報告する。

7・顧問は、この蕗定の運営に関する相談を受け、委員長の諮問あるときは、」

れに応じて意見を述べ、提案する。

8・委員会の運営、経費及び議事に関する必要な事項は、別に定める。

(委員会の京認)

第 13条 協定区域に建築物を建築しようとする者は、委員会ヘ建築計癌景認

申請書(様設第 1号)により(建築確認申請を要するものについては建築

確認を申請する前に)申請したうえで、委員会の承認を得なければならない。

2・土地の所膏者等は、土地の所有権及び建築物の所有を自的とする信地権

(以下 f所有権等」という) を移転する場合は、所有権等を移転する前に

所有権等移転居(様設第 2号)により委員会に届げ出ると共に、新たに土地

の所有者等になる者(以下「新たな土地の所有者等」という)に対し、この

協定を説明しなければならない。
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3。新たな土地の所有者等は、この協定を遵守し継承しなければならない。

(協定違反した場合の措置)

第 14条 委員長は、この協定に違反した者(以下「違反者Jという)が

あった揚合には、委員会の決議に基づき、違反者に対し、相当の猶予期間を

付して、当該違反行為を是正するために必要な措置をとることを文書で請求

するものとする。

2 .前項の請求があった場合には、違反者は、これに従わなければならない。

3 .違反者に対する措嵩については有効期間満了後もなおその効力を有する。

(裁判所への提訴)

第 15条 前条第 1項の請求があった場合において、違反者がその請求に従

わないときには、委員長は、委員会の決議に基づき、その強観i履行文は当該

違反者の費用を以って第三者にこれをなさしめることを裁判所へ提訴するも

のとする。

2 .前項の提訴の手続等に要する一切の費用等は、当該違反者の負担とする。

前期

(効力の発生)

1 .この協定は、福岡市長の認可の公告があった日から効力を生ずる。

(認可通知書の保管等)

2 .この協定の認可後は、認可通知書(副)を委員長が保管し、その写しを

土地の所有者等の全員に配布する。

(適用の除外)

3 .この協定の認可公告のあった目前に容する建築物又は現に建築、修繕若し

くは模様蓄の工事中の建築物(以下「既容建築物Jという)については、

この協定の規定は適用しない。

ただし、この協定の認可公告のあった日以後に、当該既容建築物を増築し

改築し又は移転する場合は、当該増築し、改築し文は移転する部分について

は、この協定の規定を適用する。
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議係

(第一謹低層住居専用地域内!こ建築するととができる兼用住宅) (リ)

「令J第130条の3 法別表第 2(い)項第二号(法第87条第 2項又は第 3項に

おいて法第48条第 l項の規定を準用する場合を含む。)の規定により

政令で定める住宅は、延べ面積のす以上を居住の用に供し、かっ、

次の各号のーに掲げる用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分

の床面積の合計が50m2を超えるものを除く。)とする。(の)(リ)

θ 事務所(汚物運搬用自動車、危険物運搬用自動車その他これらに

類する自動車で建設大臣の指定するもののための駐車施設を同一敷

地内に設けて業務を運営するものを除く。)

二 日用品の販売を主たる自的とする店舗又は食堂若しくは喫茶庖

三 理髪店、美容院、クリーニング取次庖、質屋、貸衣装屋、貸本屋

その他これらに類するサービス業を営む庖舗(1}) 

四 洋服宿、畳屋、建具屋、自転車宿、家庭電気器具庖その他これら

に類するサーピス業を営む庖舗(原動機を使用する場合にあっては、

その出力の合計が0.75kW以下のものに限る。) (リ)

五 自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。第130条の 5

の2第西号及び第130条の 6において関じ。)を営むパン屋、米屋、

豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの(原動機を使用する場合

にあっては、その出力の合計が0.75kW以下のものに眠る。) (リ)

③学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設(リ)

七 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を

使用する場合にあっては、その出力の合意十がO.75kW以下のものに

限る。) (リ)



注

(注 1) 

(注 2 ) 

(注3

記

昭和 25年法律第 201号

昭和 48年福岡市条例第 28号

昭和 初年 政令第 338号
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(注)地図に準ずる図面は、土地の区画を明確にした不動産登記法所定の地図が備え付けられるまでの問、これに代わるものとして

備え付けられている図面で、土地の位置及び形状の概略を記載した図面です。

(注)地図に準ずる図面は、土地の区簡を明篠にした不動産登記法所定の地図，)，備え付けられるまでの問、これに代わるものとして

備え(寸けられている図面で、土地の位置及び形状の概mきを記載した図面ですa
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